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CASE

１

創業後1年半が経ったころ、突然保健所から「あなたは違
反者です」と電話がかかってきた。保健所の話では、商品
に記載してある原材料の表記が違うとのことであった。本
来、 「小麦粉」と表記すべきところを「薄力粉」と記載し、

さらに「アレルギー表示」が
欠落していた。急きょ卸先か
ら商品を自主回収し、SNSで
アナウンス。購入したと名乗
る人から連絡があり、レシー
トも無く購入の確認も取れな
かったが、やむなく返金対応
することとなった。

「モシモシ…えっ？保健所ですか？」

突然、保健所から電話。急きょ商品の回収と返品
対応をする羽目に…。独学での創業が裏目に。

食料品製造業

先輩たちの教訓

法律に関わる重要なことは専門家に確認しよう

世の中には、社会を守る法律や業界毎の商慣習
などが存在する。
独学で学ぶのも良いが、業界の仲間や専門家に
聞くことで回避できるリスクもある。気になる
ことがあったら誰かに相談してみよう。
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